
食品中の放射性物質に係る基準値の設定（案）についての意見 

 

２０１２（平成２４年）年２月３日 

日本弁護士連合会 

 

１ 「一般食品」の基準値の基本的考え方について 

  本案は，食品中の放射性物質からの線量年間１mSv を超えないようにすること

を基本として，飲料水については年間線量を約０．１mSv と割り当て，一般食品

については，飲料水の線量を差し引いた０．９mSv/年を割り当て線量として食品

基準値を設定している。 
  しかしながら，一般公衆の被ばく実効線量の限度は１年当たり１mSv と定めら

れているが，この限度値は内部被ばく，外部被ばくを含めた数値である。外部被

ばく線量が高い地域の住民にとっては，年間１mSv の限度量を達成するためには，

食品摂取による内部被ばく線量を少なくする必要がある。 

  したがって，地域ごとの外部線量を勘案し，福島県など高線量地域については

より厳格な食品基準値を設定することが望ましい。それが困難であるならば，少

なくとも自然放射線における外部被ばく，内部被ばくの平均的割合に基づき内部

被ばくとしての限度量を算出し，それに基づいて飲料水や食品ごとの基準値を設

定すべきである。 

 

２ 基準値を設定する食品区分について 

  本案は，食品区分として，「飲料水」，「乳児用食品」，「牛乳」，「一般食品」の４

区分しか設けていない。しかしながら，日本人の食品摂取の実態を踏まえた食品

区分と基準値設定がなされるべきである。少なくとも，日本人の主食である米に

ついては，独立した食品区分を設定し，一般食品よりも厳しい基準値を設定すべ

きである。 

 

３ 「乳児用食品」「牛乳」の基準値について 

  乳児・幼児については，感受性が成人よりも高いことが指摘されており，それ

を考慮して「乳児用食品」，「牛乳」につき独立した区分を設定したことは妥当で

ある。 

  しかしながら，その基準値を一般食品の２分の１に設定したことは緩きに過ぎ

るといわなければならない。胎児・子どもについては，放射線感受性が高いこと，

体重当たりの摂取量が大人の数倍多いこと，化学物質管理においては１０倍の安



全係数を適用するのが通例であることなどから，「乳児用食品」及び「牛乳」につ

いては，「一般食品」の１０分の１の値を食品基準値とすべきである。 

 

４ 経過措置について 

  本案では，新基準値の適用開始時期を一応本年４月１日とするものの，市場に

混乱が起きないようにするために，米，牛肉，大豆については，新基準値の適用

は１０月１日以降とし，９月３０日までに製造，加工，輸入された食品に関して

はそのまま賞味期限まで暫定規制値を適用するとしている。また，大豆について

も，新基準値の適用は来年１月１日以降とし，１２月３１日までに製造，加工，

輸入された食品に関してはそのまま賞味期限まで暫定規制値を適用するなど，複

雑な経過措置を設けている。 

  しかしながら，食品ごとにこのように取扱いが異なることは，かえって市場（流

通）の混乱を招きかねず，また風評被害を増大させる恐れもある。 

  したがって，このような経過措置を設けず，全ての食品について同時期に新基

準値を適用すべきである。 

 

５ 全品検査体制の確立と表示制度の創設 

  食品の安全性に対する消費者の信頼を確保し，風評被害を回避するためには，

食品に含まれる放射性物質のレベルを全ての食品について検査するとともに，そ

の結果を表示する必要がある。その場合，検出限界値も併せて表示しなければ消

費者の誤解を招きかねない。 

  したがって，本件食品基準値の見直しに当たっては，全ての食品について食品

中の放射性物質の線量を検査する体制を確立するとともに，その結果を検出限界

値と併せて表示させる制度を創設すべきである。 

以上 



 

 

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準

の一部を改正する件（食品中の放射性物質に係る基準値の設定）（案）等に関する御意見の募

集について 

 

平成２４年１月６日 

厚生労働省医薬食品局 

食品安全部基準審査課 

 

 

 この度、平成２３年１２月２２日開催の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会放射性物質対

策部会における審議結果を踏まえ、食品中の放射性物質に係る基準値の設定を行うことを予定

しております。つきましては、別添の改正の概要に関して、広く国民の皆様から御意見を募集

いたします。 

 なお、今後、本案については、提出していただいた御意見を考慮した上で決定することとし

ています。 

 

記 

 

１ 意見募集対象 

  ・乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規

格基準の一部を改正する件（食品中の放射性物質に係る基準値の設定）等について（概

要）（別添） 

 

２ 意見等の提出方法 

御意見をまとめ、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。 

（１）インターネットの場合（ここをクリックしてください） 

＊ 入力フォームの「※件名」の欄に、「食品中の放射性物質に係る基準値の設定」と入力してください。 

（２）郵送の場合 

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2  

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課規格基準係あて  

＊ 封筒に「食品中の放射性物質に係る基準値の設定」と朱書きしてください。  

（３）ＦＡＸの場合 

ＦＡＸ：０３－３５０１－４８６８  

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課規格基準係あて  

＊ 表題に「食品中の放射性物質に係る基準値の設定」と明記してください。 

 

３ 意見提出の締切日 

平成２４年２月４日（土）（必着） 

 
４ 意見の提出上の注意 

提出される御意見等は日本語に限ります。また、個人は住所・氏名・職業を、法人は法人

名・所在地を記載してください。提出いただいた御意見については、氏名、住所その他の連

絡先を除き公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。 

なお、御意見等に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。 

https://www-secure.mhlw.go.jp/cgi-bin/getmail/publiccomment_input.cgi?mailto=ra-foodstuff@mhlw.go.jp


（別添） 

 

 

 

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令及
び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件（食品中の放射
性物質に係る基準値の設定）等について（概要） 

 

１．改正の背景・趣旨 

   平成 23 年３月の東京電力（株）福島第一原子力発電所の事故を受けて、厚

生労働省は食品の安全性を確保する観点から食品中の放射性物質の暫定規制

値を設定し、これを上回る放射性物質が検出された食品については、食品衛

生法（昭和 22年法律第 233 号）第６条第２号に該当するものとして取り扱い、

販売等を禁止してきた。 

一方、暫定規制値に適合している食品については、健康への影響はないと一

般的に評価され、安全性は確保されているが、厚生労働省としては、より一層、

食品の安全と安心を確保するため、食品中に許容することのできる放射性セシ

ウムの線量を、現在の年間５ミリシーベルトから年間１ミリシーベルトに引き

下げることを基本として、薬事・食品衛生審議会において新たな基準値設定の

ための検討を進めてきたところである。 

今般、平成 23 年 12 月 22 日に行われた同審議会の放射性物質対策部会にお

いて、食品中の放射性物質に係る基準値案が了承されたことを受け、以下のと

おり、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和 26 年厚生省令第 52 号）

及び食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第 370 号）について所

要の改正を行う等、所要の措置を講ずることとする。 

 

２．改正の概要 

① 食品中の放射性物質に係る基準値 

以下のとおり、食品中の放射性物質に係る基準値を設定する。なお、基 

準値に適合しているか否かを確認するための放射性物質の試験方法につい  

ては、通知で示す予定である。 

 

放射性セシウム（セシウム 134 及びセシウム 137 の総和）は、次の表に 

掲げる食品区分に応じ、それぞれ同表に定める濃度を超えて当該食品に含 

有されるものであってはならない。 



食品の区分 濃度 

飲料水 

ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水) 
10 ベクレル

/kg 飲用茶（茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶 

※１） 

牛乳 

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和 26 年厚生

省令第 52 号）第 2 条第 1 項に規定する乳及び同条第 40

項に規定する乳飲料 

50 ベクレル

/kg 

乳児用

食品 
乳児の飲食に供することを目的として販売する食品 

50 ベクレル

/kg 

一般 

食品 
上記以外の食品 ※２ 

100 ベクレル

/kg 

※１ 飲用に供する茶については、原材料の茶葉から浸出した状態に基準値を適用する。 

※２ 乾しいたけ、乾燥わかめ等原材料を乾燥したものを通常水戻しして摂取する乾燥き 

のこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜については、原材料の状態及び水戻しを 

行った状態の両方に基準値を適用する。また、食用こめ油の原材料となる米ぬか及び 

食用植物油脂の原材料となる種子については、原材料から抽出した油脂に基準値を適 

用する。 

 

 ② 経過措置 

一部の食品について、その含有する放射性セシウムの濃度に関し、次の 

とおり経過措置を設ける。 

ⅰ 平成 24 年３月 31 日までに製造、加工又は輸入された食品のうち、

飲料水並びに牛乳及び乳製品にあっては 200 ベクレル/kg を超える放

射性セシウムを、それ以外の食品（米、牛肉及び大豆並びにこれらを

原材料として製造、加工又は輸入された食品を除く。）にあっては 500

ベクレル/kg を超える放射性セシウムを含有するものであってはなら

ないこととする。 

ⅱ 米及び牛肉は、平成 24 年９月 30 日までの間は、500 ベクレル/kg

を超える放射性セシウムを含有するものであってはならないことと

する。 



ⅲ 米及び牛肉を原材料として平成 24 年９月 30 日までに製造、加工又

は輸入された食品は、500 ベクレル/kg を超える放射性セシウムを含

有するものであってはならないこととする。 

ⅳ 大豆は、平成 24 年 12 月 31 日までの間は、500 ベクレル/kg を超え

る放射性セシウムを含有するものであってはならないこととする。 

ⅴ 大豆を原材料として平成 24 年 12 月 31 日までに製造、加工又は輸

入された食品は、500 ベクレル/kg を超える放射性セシウムを含有す

るものであってはならないこととする。 

 

３． 根拠法令 

   食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）第 11 条第１項 

 

４． 公布日等 

  ・公布・告示日 平成 24 年３月上旬（予定） 

  ・施行・適用日 平成 24 年４月１日（予定） 

 

 



⾷品

■ ⾷品区分の範囲について
⾷品
区分 設定理由 含まれる⾷品の範囲

①全ての⼈が摂取し代替がきかず、摂取量が⼤きい

飲料⽔ ②WHOが飲料⽔中の放射性物質の指標値（10     
Bq/kg）を提⽰

③⽔道⽔中の放射性物質は厳格な管理が可能

○直接飲⽤する⽔、調理に使⽤する⽔及び
⽔との代替関係が強い飲⽤茶

○健康増進法（平成14年法律第103号）第26条

乳児⽤
⾷品

○⾷品安全委員会が、「⼩児の期間については、
感受性が成⼈より⾼い可能性」を指摘

○健康増進法（平成14年法律第103号）第26条
第1項の規定に基づく特別⽤途表⽰⾷品のうち
「乳児⽤」に適する旨の表⽰許可を受けたもの

○乳児の飲⾷に供することを⽬的として販売する乳児の飲⾷に供することを⽬的として販売する
もの

⽜乳
①⼦どもの摂取量が特に多い
②⾷品安全委員会が 「⼩児の期間については

○乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和
26年厚⽣省令第52号）の乳（⽜乳 低脂肪乳⽜乳 ②⾷品安全委員会が、「⼩児の期間については、

感受性が成⼈より⾼い可能性」を指摘
26年厚⽣省令第52号）の乳（⽜乳、低脂肪乳、
加⼯乳など） 及び乳飲料

以下の理由により 「 般⾷品」として 括して区分

⼀般
⾷品

以下の理由により、「⼀般⾷品」として⼀括して区分
①個⼈の⾷習慣の違い（摂取する⾷品の偏り）の

影響を最⼩限にすることが可能
②国⺠にとって、分かりやすい規制

○上記以外の⾷品

Ministry of Health, Labour and Welfare 

③コーデックス委員会などの国際的な考え⽅と整合
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●⾷品中の放射性物質（放射性セシウム134及び137 ストロンチウム90 ルテニウム106

■ 「⼀般⾷品」の基準値の考え⽅
●⾷品中の放射性物質（放射性セシウム134及び137、ストロンチウム90､ルテニウム106、

プルトニウム）からの線量が年間１mSvを超えないように設定する。
●この際、放射性セシウム以外の核種は、測定に時間がかかるため、放射性セシウムとの⽐率を

算出し、合計して１mSvを超えないように放射性セシウムの基準値を設定する。

年齢区分別の摂取量と換算係数を考慮し限度値を算出

１mSv/年
年齢区分 摂取量 限度値(Bq/kg)

1歳未満 男⼥平均 460
介⼊線量レベル

基準値

１mSv/年

飲料⽔の線量を引く

1歳未満 男⼥平均 460

1歳〜6歳 男 310
⼥ 320

7歳〜12歳 男 190
⼥ 210 100 Bq/kg

⼀般⾷品に割り当てる
線量を決定

⼥ 210

13歳〜18歳 男 120
⼥ 150

19歳以上 男 130
⼥ 160

100 Bq/kg

線量を決定

＜ ｢飲料⽔｣の線量＝飲料⽔の基準値(Bq/kg)×年齢区分別の飲料⽔の摂取量×年齢区分別の線量係数＞

妊婦 ⼥ 160
最⼩値 120

＜ ｢飲料⽔｣の線量＝飲料⽔の基準値(Bq/kg)×年齢区分別の飲料⽔の摂取量×年齢区分別の線量係数＞
●飲料⽔については、WHOが⽰している基準に沿って、年間線量を約0.1mSv、基準値を10 Bq/kgとする。
●⼀般⾷品に割り当てる線量は、介⼊線量レベル（１mSv/年）から、「飲料⽔」の線量（約0.1 mSv/年）を

差し引いた約0.9 mSv/年となる。

Ministry of Health, Labour and Welfare 

●当該線量を年齢区分別の年間摂取量と換算係数で割ることにより、限度値を算出する （この際、流通する
⾷品の50%が汚染されているとする）。
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カ ゴリ 含まれ ⾷品 範囲

■ 「乳児⽤⾷品」の範囲について
カテゴリー 含まれる⾷品の範囲

●健康増進法第26条第1項の
規定に基づく特別⽤途表⽰

■ 乳児⽤調製粉乳
規定に基づく特別⽤途表⽰
⾷品のうち「乳児⽤」に
適する旨の表⽰許可を
受けたもの

粉ミルク

■ 乳幼児を対象とした調製粉乳
フォローアップミルク等
の粉ミルクを含む

■ 乳幼児向け飲料
飲⽤茶に該当する飲料は
飲料⽔の基準を適⽤

フォローアップ
ミルク

●乳児の飲⾷に供することを
⽬的として販売するもの

の粉ミルクを含む

■ 乳幼児⽤⾷品

飲料⽔の基準を適⽤ミルク

のむ
ﾖｰｸﾞﾙﾄ

６

ジュース

６ か月
し 販売する

→消費者が表⽰内容等によ り
乳児向けの⾷品であると
認識する可能性が⾼いもの
を対象とする

乳幼児⽤⾷品
おやつ等

■ その他
服薬補助ゼリー、栄養⾷品等

赤ちゃん用

たまごボーロ

７ヶ月から

ソフトせんべい

６ か月
ごろ～

６ か月
ごろ～

を対象とする。
■ ベビーフード

ベビーフード

離乳⾷

赤ちゃん用
サプリメントおくすりゼリー

Ministry of Health, Labour and Welfare 3
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■ 「⽜乳」の範囲及び「乳児⽤⾷品」「⽜乳」の基準値について

＜「⽜乳」の区分に含める⾷品＞
「⽜乳」に含める⾷品は、乳及び乳飲料とする。

乳飲料は 乳等を主原料と た飲料 あり 消費者から⽜乳や加 乳と同類 商品

■「⽜乳」の区分に含める⾷品 ■「⽜乳」の区分に含めない⾷品

乳飲料は、乳等を主原料とした飲料であり、消費者から⽜乳や加⼯乳と同類の商品
と認識されているものを含むため。

⽜乳 低脂肪乳 加⼯乳 乳飲料 乳酸菌飲料 発酵乳 チーズ

乳等省令 「乳 乳等省令 「乳製

●「乳児⽤⾷品」及び「⽜乳」については ⼦どもへの配慮の観点で設ける⾷品区分であるため

乳等省令における「乳」 乳等省令における「乳製品」

●「乳児⽤⾷品」及び「⽜乳」については、⼦どもへの配慮の観点で設ける⾷品区分であるため
万が⼀、流通する⾷品の全てが汚染されていたとしても影響のない値を基準値とする。

→ 新たな基準値における⼀般⾷品の100 Bq/kgの半分である50 Bq/kgを基準値とする

Ministry of Health, Labour and Welfare 

→ 新たな基準値における⼀般⾷品の100 Bq/kgの半分である50 Bq/kgを基準値とする。
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■ 製造、加⼯⾷品の基準値適⽤の考え⽅
●基本的な考え

製造⾷品、加⼯⾷品については、原材料の状態、製造、加⼯された状態それぞれで
⼀般⾷品の基準値を適⽤することを原則とする。

だ 以 ⾷ デ 委 会ただし、以下の①、②の⾷品については、コーデックス委員会のReady-to-eatの
考え⽅を踏まえて、基準値を適⽤する。

① 乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥⿂介類、乾燥野菜など原材料を乾燥させ、
⽔戻しを⾏い、⾷べる⾷品
⾷⽤ 実態を踏ま 原材料 状態と⾷ 状態（⽔戻しを⾏ た状態） 般→⾷⽤の実態を踏まえ、原材料の状態と⾷べる状態（⽔戻しを⾏った状態）で⼀般
⾷品の基準値を適⽤する。
注）のり、煮⼲し、するめ、⼲しぶどうなど原材料を乾燥させ、そのまま⾷べる⾷品は、原材料の状態、

製造 加⼯された状態（乾燥した状態）それぞれで 般⾷品の基準値を適⽤する製造、加⼯された状態（乾燥した状態）それぞれで⼀般⾷品の基準値を適⽤する。

② 茶、こめ油など原料から抽出して飲む、⼜は使⽤する⾷品
⾷⽤ 実態 原材料 状態と飲⽤ 使⽤す 状態 ⾷品形態が⼤きく異な→⾷⽤の実態、原材料の状態と飲⽤、使⽤する状態で⾷品形態が⼤きく異なる
ことから、原材料の状態では基準値の適⽤対象としない。茶は、製造、加⼯後、
飲む状態で飲料⽔の基準値を、⽶ぬかや菜種などを原料とする油は油で⼀般⾷品
の基準値を適⽤する

Ministry of Health, Labour and Welfare 

の基準値を適⽤する。
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被ばく線量（mSv/年）

■ 基準値の⾷品を摂取し続けた場合の被ばく線量

0.8 
0.9 
1.0 

被ばく線量（mSv/年）

0.5 
0.6 
0.7 

0 1
0.2 
0.3 
0.4 

0.0 
0.1 

●基準値上限の⾷品を摂取し続けることは想定し得ず、実際の被ばく線量はこれより相当程度●基準値上限の⾷品を摂取し続けることは想定し得ず、実際の被ばく線量はこれより相当程度
⼩さい値になることが想定される。
注）放射性セシウムから受ける実際の被ばく線量は、全年齢（男⼥）の平均摂取量で試算した場合、

年間0.04 mSv程度（中央値）と推計される。

Ministry of Health, Labour and Welfare 

※「飲料⽔」「乳児⽤⾷品」「⽜乳」は汚染割合100%、「⼀般⾷品」は汚染割合50%として算出
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福島県 その他

■ モニタリング検査における放射性セシウムの基準値超過割合

品目 超過割合

福島県 その他

３月～６月 ７～９月 １０～１１月 ３月～６月 ７～９月 １０～１１月

暫定規制値
超過

(500 Bq/kg)

新基準値
超過

(100 Bq/kg)

暫定規制値
超過

(500 Bq/kg)

新基準値
超過

(100 Bq/kg)

暫定規制値
超過

(500 Bq/kg)

新基準値
超過

(100 Bq/kg)

暫定規制値
超過

(500 Bq/kg)

新基準値
超過

(100 Bq/kg)

暫定規制値
超過

(500 Bq/kg)

新基準値
超過

(100 Bq/kg)

暫定規制値
超過

(500 Bq/kg)

新基準値
超過

(100 Bq/kg)

米
超過数/検査件数 -/- -/- 0/669 1/669 1/619 8/619 -/- -/- 0/2061 1/2061 0/503 0/503

（超過率） (-) (-) (0%) (0.1%) (0.2%) (1.3%) (-) (-) (0%) (0%) (0%) (0%)

野菜類
超過数/検査件数 159/1517 310/1517 0/1366 5/1366 3/1124 13/1124 29/2190 168/2190 0/1264 0/1264 0/1409 0/1409

（超過率） (10.5%) (20.4%) (0%) (0.4%) (0.3%) (1.2%) (1.3%) (7.7%) (0%) (0%) (0%) (0%)

※1※1 ※1※1

果実類
超過数/検査件数 11/188 71/188 6/779 48/779 6/489 49/489 0/152 0/152 0/478 3/478 0/522 3/522

（超過率） (5.9%) (37.8%) (0.8%) (6.2%) (1.2%) (10.0%) (0%) (0%) (0%) (0.6%) (0%) (0.6%)

茶
超過数/検査件数 1/1 1/1 0/2 2/2 -/- -/- 42/301 172/301 29/187 119/187 121/1755 1220/1755

（超過率） (100%) (100%) (0%) (100%) (-) (-) (14%) (57.1%) (15.5%) (63.6%) (6.9%) (69.5%)
※2 ※2 ※2 ※2 ※2※1※1

キノコ類
超過数/検査件数 38/212 88/212 15/342 47/342 25/324 67/324 0/87 4/87 2/175 12/175 40/708 195/708

（超過率） (17.9%) (41.5%) (4.4%) (13.7%) (7.7%) (20.7%) (0%) (4.6%) (1.1%) (6.9%) (5.6%) (27.5%)

牛乳
超過数/検査件数 0/285 4/285 0/137 0/137 0/91 0/91 0/283 4/283 0/338 0/338 0/325 0/325

（超過率） (0%) (1.40%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (1.41 %) (0%) (0%) (0%) (0%)
※3 ※3 ※3 ※3 ※3 ※3

牛肉
超過数/検査件数 1/47 13/47 56/1165 122/1165 2/1644 18/1644 0/12 0/12 77/8519 663/8519 9/26737 131/26737

（超過率） (2.1%) (27.7%) (4.8%) (10.5%) (0.1%) (1.1%) (0%) (0%) (0.9%) (7.8%) (0%) (0.5%)

魚介類
超過数/検査件数 51/327 167/327 55/872 336/872 33/919 301/919 4/487 34/487 5/705 32/705 6/1298 30/1298

（超過率） (15.6%) (51.1%) (6.3%) (38.5%) (3.6%) (32.8%) (0.8%) (7%) (0.7%) (4.5%) (0.5%) (2.3%)

上記 超 数/検査件数上記
以外

超過数/検査件数 9/148 18/148 7/450 51/450 43/926 108/926 0/136 8/136 8/809 57/809 3/902 49/902
（超過率） (6.1%) (12.2%) (1.6%) (11.3%) (4.6%) (11.6%) (0%) (5.9%) (1.0%) (7.0%) (0.3%) (5.4%)

合計
超過数/検査件数 270/2725 672/2725 139/5782 612/5782 113/6136 564/6136 75/3648 390/3648 121/14536 887/14536 179/34159 1628/34159

（超過率） (9.9%) (24.7%) (2.4%) (10.6%) (1.8%) (9.2%) (2.1%) (10.7%) (0.8%) (6.1%) (0.5%) (4.8%)
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※1 検査件数が0件の場合は、-/-と⽰した。
※2 ⽣茶葉や荒茶等の状態で測定した結果を⽰したが、新基準値（案）において、茶については飲⽤に供する状態で飲料⽔の基準値が適⽤される。
※3 新基準値（案）において、「⽜乳」に区分される⾷品の基準値は50 Bq/kgであり、⽜乳の新基準値超過については50 Bq/kgを超過した件数を⽰した。



■ 経過措置の設定について
● 現在の暫定規制値に適合する⾷品については 安全は確保されていることから 新たな基準値への● 現在の暫定規制値に適合する⾷品については、安全は確保されていることから、新たな基準値への

移⾏に際しては、市場（流通）に混乱が起きないよう、準備期間が必要な⾷品（⽶、⽜⾁、⼤⾖）に
ついては⼀定の範囲で経過措置期間を設定する。

● 経過措置の対象となる⾷品については、消費者及び⽣産者に経過措置の対象となった理由と安全性
に 丁寧に説明 周知を⾏う

４⽉ １⽉１０⽉ ３⽉
新基準値新基準値暫定規制値暫定規制値原料

製造 加 輸 ⾷

について、丁寧に説明、周知を⾏う。

製造・加⼯⾷品
の経過措置

暫定規制値（賞味期限まで）
●3⽉31⽇までに製造、加⼯、輸⼊された⾷品

新基準値新基準値
●4⽉1⽇以降、製造、加⼯、輸⼊された⾷品

＜経過措置の対象とする⾷品＞

⽶ ⽜⾁
新基準値新基準値暫定規制値（9⽉30⽇まで経過措置）暫定規制値（9⽉30⽇まで経過措置）

⽶・⽜⾁
暫定規制値（賞味期限まで）

●9⽉30⽇までに製造、加⼯、輸⼊された⾷品

新基準値新基準値●10⽉1⽇以降、製造、加⼯、輸⼊された⾷品

⽶、⽜⾁を原料に
製造・加⼯、輸⼊

された⾷品の経過措置

⼤⾖
新基準値新基準値暫定規制値（12⽉31⽇まで経過措置）暫定規制値（12⽉31⽇まで経過措置）

暫定規制値（賞味期限まで）
●12⽉31⽇までに製造、加⼯、輸⼊された⾷品

⼤⾖を原料に

Ministry of Health, Labour and Welfare 8

暫定規制値（賞味期限まで）
新基準値新基準値●1⽉1⽇以降、製造、加⼯、輸⼊された⾷品

⼤⾖を原料に
製造・加⼯、輸⼊

された⾷品の経過措置



食品中の放射性物質に係る規格基準の設定について 

 

平成 23 年 12 月 22 日 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 

放 射 性 物 質 対 策 部 会 報 告 書 

 

１．経緯 

平成23年３月11日に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所（以

下、「福島原発」という。）の事故により、周辺環境に放射性物質が放出され

たことを受け、厚生労働省は、原子力災害対策本部と協議の上、３月 17 日に、

緊急的な措置として、原子力安全委員会により示されていた「飲食物摂取制

限に関する指標」を食品中の放射性物質に係る食品衛生法上の暫定規制値と

し、これを上回る食品については食品衛生法第６条第２号に該当するものと

して食用に供されることがないよう対応することとし、各自治体に対して通

知した（参考文献１）。 

同規制は、食品安全基本法第 11 条第１項第３号に基づく緊急を要する場合

として、食品安全委員会による食品健康影響評価を受けずに定められたため、

同法第 11 条第２項に基づき、３月 20 日に、厚生労働大臣より、食品安全委

員会委員長に対して食品健康影響評価の要請がなされた。これを受けて、食

品安全委員会委員長は、３月 29 日に「放射性物質に関する緊急とりまとめ」

（参考文献２）を厚生労働大臣に対し通知するとともに、諮問の内容につい

て継続して検討を行い、改めて放射性物質に関する食品健康影響評価につい

てとりまとめる方針を示した。 

 一方、４月４日に、魚介類中の放射性ヨウ素を相当程度検出した事例が報

告されたことを受け、４月５日、原子力安全委員会の助言を踏まえた原子力

災害対策本部の対応方針を受けて、厚生労働省は、魚介類中の放射性ヨウ素

について、2000 Bq/kg の暫定規制値を適用することとし、これを超過する場

合には、食品衛生法第６条第２号に該当する旨を各自治体に通知した。 

このため、４月６日に、魚介類中の放射性ヨウ素の暫定規制値についても、

厚生労働大臣より、食品安全委員会委員長に対して、あわせて食品健康影響

評価を行うよう依頼がなされた。 



今般の規格基準設定においては、４月に薬事・食品衛生審議会食品衛生分

科会放射性物質対策部会（以下、「部会」という。）が設置され、部会での議

論に加え部会において設置された２つの作業グループ（食品分類等及び線量

計算等）においても検討を重ねた。 

食品安全委員会委員長は、10 月 27 日に、厚生労働大臣に対して、「食品健

康影響評価として食品安全委員会が検討した範囲においては、放射線による

影響が見いだされているのは、通常の一般生活において受ける放射線量を除

いた生涯における累積の実効線量として、おおよそ 100 mSv 以上と判断し

た。そのうち、小児の期間については、感受性が成人より高い可能性(甲状

腺がんや白血病) があると考えられた。」とする、食品健康影響評価を答申し

た（参考文献３）。なお、放射線による影響よりも化学物質としての毒性がよ

り鋭敏に出るとされたウランについては、耐容一日摂取量（TDI）として 0.2

μg/kg 体重/日が示された。 

これを受けて、食品中の放射性物質に関する新たな規格基準の設定につい

て、10 月 28 日、厚生労働大臣より薬事・食品衛生審議会長あてに諮問がなさ

れるとともに、放射性セシウムについて食品から許容することのできる線量

を、年間５ミリシーベルトから１ミリシーベルトに引き下げるとする基本的

な考え方が提案された。 

 

 

２．新しい基準値の考え方  

２．１ 介入線量レベルについて 

現在の暫定規制値は、放射性ヨウ素に対し、甲状腺等価線量で年間 50 ミリ

シーベルト、放射性セシウム（放射性ストロンチウムの寄与を含む）、ウラン、

プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種に対し、それぞれ実効線量で

年間５ミリシーベルトとして設定されている。 

これに対し、食品安全委員会の評価書は、管理機関が食品中の放射性物質

の管理を行う際の目安として、前述の判断を示した。また、この値は、食品

からの被ばくを軽減するための行政上の規制値（介入線量レベル）ではなく、

放射性物質を含む食品の摂取に関するモニタリングデータに基づく追加的な

実際の被ばく線量について適用されるものとしている（参考文献４）。 

これについて、暫定規制値の下での食品からの追加的な実際の被ばく線量

は、中央値濃度の食品を継続摂取した場合の推計（決定論的方法）で、預託



実効線量が年間 0.1 ミリシーベルト程度、90 パーセンタイル値濃度の食品を

摂取した場合で年間 0.2 ミリシーベルト程度と推計（いずれも、自治体等の

モニタリング検査における放射性ヨウ素及び放射性セシウムの測定結果に基

づく）されており、食品からの実際の被ばく線量は十分に低いレベルにある

と考えられる（薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会（10 月 31 日開催）にお

いて報告）。また、これらの推計は、汚染の無い輸入食品を摂取することなど

は考慮しておらず、多くの国民にとっては、実態よりも、高めの推計となっ

ていると考えられる。 

  しかしながら、当部会は、合理的に達成できる限り線量を低く保つという

考えに立ち、より一層、国民の安全・安心を確保する観点から、介入線量レ

ベルを年間１ミリシーベルトに引き下げることが妥当と判断した。 

この判断の根拠は、コーデックス委員会が、食品の介入免除レベルとして

年間１ミリシーベルトを採用したガイドラインを提示していることを踏まえ

たものである（参考文献５）。 

   また、世界保健機関（以下「WHO」という。）は、原発事故後の状況にも使

用が可能な飲料水の基準として、年間 0.1 ミリシーベルトを採用したガイダ

ンスレベルを示している（参考文献６）。このため、食品全体の介入線量レベ

ルを年間１ミリシーベルトにするとしても、その中で飲料水の規制を管理す

る際の考え方は、このガイダンスレベルを考慮すべきである。 

 （参考）コーデックス委員会のガイドラインの他、ＥＵやロシア、ベラルーシ、ウクライナでは、年間 1 ミリシーベ

ルトを基準とした規制値が採用されている。 

 

２．２ 規制対象核種の考え方について 

   新しい基準値は、福島原発事故直後に設けた暫定規制値に代わり、平成 24

年４月以降の長期的な状況に対応するものである。このため、基準値の設定

において規制の対象とする放射性核種は、比較的半減期が長く、長期的な影

響を考慮する必要がある放射性核種とすべきである。 

   今回の事故で福島原発から大気中に放出されたと考えられる放射性核種

について、原子力安全・保安院は、その放出量の試算値（以下、「保安院試算

値」という。）を公表している。これを踏まえ、保安院試算値のリストに掲載

された核種のうち、半減期が１年以上の核種すべてを規格基準の設定で考慮

することが妥当である。すなわち、セシウム（Cs-134、Cs-137）、ストロンチ

ウム（Sr-90）、ルテニウム（Ru-106）、プルトニウム（Pu-238、Pu-239、Pu-240、

Pu-241）を規格基準における規制の対象となる放射性核種とする。 

   この際、放射性セシウム以外の核種は、測定に時間がかかるため、放射性



セシウムとの比率を算出し、合計して１ミリシーベルトを超えないように放

射性セシウムの基準値を設定する。 

   なお、現在、放射性ヨウ素は、代表核種を I-131 として暫定規制値が設定

されているが、福島原発事故による線量全体への寄与が大きいと考えられる

放射性ヨウ素の中で、最も半減期が長い I-131 でも約８日であり、平成 23 年

７月15日以降に食品からの検出報告がないことから、規制の対象とはしない。 

   また、ウランは、現時点において福島原発の敷地内あるいは敷地外で測定

されているウランの同位体比が、天然に存在するウランの同位体比に比べて

変化が見られず、放出量は極めて少ないと考えられることから、規制の対象

とはしない（参考文献７、参考文献８）。 

 

２．３ 食品区分とその基準値について 

２．３．１ 食品区分 
食品区分の設定に当たっては、①個人の食習慣の違い（摂取する食品の偏り）

の影響を最小限にすることが可能であること、②国民にとって分かりやすい規

制となること、③食品の国際規格を策定しているコーデックス委員会などの国

際的な考え方と整合することを考慮して、食品全体を１つの区分（一般食品）

で管理することを原則とすべきである。 
そこで、特別な配慮が必要と考えられる「飲料水」、「乳児用食品」、「牛乳」

は区分を設け、それ以外の食品を「一般食品」とし、全体で４区分とする。 

 

２．３．２ 飲料水 
  飲料水は、すべての人が摂取し代替がきかず、その摂取量が大きいこと、

WHO が飲料水中の放射性物質のガイダンスレベルを示していること、水道水中

の放射性物質は厳格な管理が可能であることを踏まえ、独立した区分とする。 
  飲料水に区分される食品は、直接飲用する水、調理に使用する水及び飲料

水との代替関係が強い飲用茶とする。 
  飲料水に関する基準値は、前述のとおり、WHO が飲料水の基準として、年間

0.1 ミリシーベルトとなる放射性セシウム（Cs-134、Cs-137）のガイダンスレ

ベルを 10 Bq/kg と示しており、この値を基準値とすることが妥当である。 

 

２．３．３ 乳児用食品 
  主に子どもが食べる食品は、食品安全委員会が食品健康影響評価書の中で、



「小児の期間については、感受性が成人より高い可能性(甲状腺がんや白血

病)」を指摘していることを考慮して、独立した区分とする。 
乳児用食品に区分される食品は、健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）第

26 条第 1 項の規定に基づく特別用途表示食品のうち「乳児用」に適する旨の

表示許可を受けたもの（乳児用の調製粉乳のみが該当するため、以下「乳児

用調製粉乳」という。）及び乳児の飲食に供することを目的として販売するも

のとする。なお、乳児用調製粉乳及び乳児の飲食に供することを目的として

販売するもののうち、粉状のものについては粉の状態で基準値を適用する。 

  
２．３．４ 牛乳 
  牛乳などは、子どもの摂取量が特に多いこと、食品安全委員会が食品健康

影響評価書の中で、「小児の期間については、感受性が成人より高い可能性

(甲状腺がんや白血病)」を指摘していることなどを考慮して、独立した区分

とする。牛乳に区分される食品は、牛乳の他、乳等を主原料とし、消費者が

牛乳と同類の飲料と認識する可能性が高いものとすることが適当である。す

なわち、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和 26 年厚生省令第 52

号。以下「乳等省令」という。）の乳及び乳飲料とする。 

  
２．３．５ 一般食品 
  ｢一般食品｣に区分される食品は、｢飲料水｣「乳児用食品」｢牛乳｣に該当し

ないすべての食品とする。 

 
２．３．６ 製造食品、加工食品 

製造食品、加工食品については、原材料の状態、製造、加工された状態そ

れぞれで一般食品の基準値を適用すべきである。 

その際、乾しいたけ、乾燥わかめなど原材料を乾燥し、通常水戻しをして

摂取する食品については、コーデックス委員会の Ready-to-eat の考え方を踏

まえ、原材料の状態と実際に摂取する状態（水戻しを行った状態）で一般食

品の基準値を適用することが適当である。 

一方、のり、煮干し、するめ、干しぶどうなど原材料を乾燥させ、そのま

ま食べる食品は、原材料の状態、製造、加工された状態（乾燥した状態）そ

れぞれで一般食品の基準値を適用することが適当である。 

また、浸出して飲まれるお茶や、米ぬかから抽出されるこめ油などの食品

については、原材料の状態と、飲用又は使用する状態で、食品形態が大きく

異なることから、原材料の状態ではなく、茶は飲む状態で飲料水の基準値を、

米ぬか及び油脂用種実を原料とする油脂は、油脂として一般食品の基準値を



適用することが妥当である。 
 

２．４ 小児の期間への配慮について 

 食品安全委員会の評価書において、小児の期間については、放射線の影響

を受けやすい可能性が言及されている。現在の暫定規制値で管理した場合、

小児の期間における食品からの年間の実際の被ばく線量は、前述の当部会の

決定論的推計（中央値）において、1-６歳で、年間 0.135 ミリシーベルトで

ある。この値は、福島原発事故直後の放射性ヨウ素の影響を含めたものであ

り、放射性ヨウ素の影響がなくなった現時点の汚染実態を踏まえれば、小児

の年間の実際の被ばく線量はさらに小さな値になると考えられる。その際の

個人線量は、自然放射線による食品からの内部被ばく線量の地域差等と比較

しても大きくないものと推定される。 

  このため、新しい基準値において介入線量レベルを年間１ミリシーベルト

で管理した場合、この値を引き下げる効果が期待され、小児の期間の影響も

考慮した上で妥当な水準であると考えられる。 

 また、「乳児用食品」及び「牛乳」を設けることで、小児の期間の放射線防

護を優先的に行うことが適当である。 

この他、小児の期間への配慮の考え方は以下のとおり。 

 

２．４．１ 基準値を計算する際の年齢区分等について 

 暫定規制値では、年齢区分（成人、幼児、乳児）ごとに年間食品摂取量や

線量係数が異なることに配慮し、介入線量レベルに相当する食品中の放射性

物質の濃度（以下、「限度値」という。）を年齢区分ごとに算出し、最も厳し

い限度値を全年齢の規制値とすることにより、放射線への影響の違いに配慮

をしてきた。 

新しい基準値についても、引き続き同様の方法で限度値の算出を行うこと

に加え、年齢区分を「１歳未満」、「１～６歳」、「７～12 歳」、「13～18 歳」、「19

歳以上」の５つに細分化し、よりきめ細やかに年齢による放射能の影響を考

慮することが適当と考えられる。 

また、食品の摂取量や摂取パターンには、男女の性差が見られることから、

こうした男女の差も合わせて考慮すべきと判断した。 

さらに、後述する、胎児の放射線防護の観点から、妊婦についても、限度

値の算出を行うこととした。 

 

２．４．２ 胎児の放射線防護の考え方について 

 胎児への放射線による健康影響に関して、国際機関等の見解を要約すれば、



数十ミリグレイ（ガンマ線、ベータ線では【ミリグレイ】は【ミリシーベル

ト】と等価）未満の被ばく線量では、有害な組織反応や生涯にわたる確率的

影響の発生頻度は非常に小さいと考えられる。 
当部会では、胎児に対する追加の防護対策の必要性を検討するため、妊婦

が放射性物質を含む食品を摂取することにより胎児が受ける被ばく線量を試

算した。この結果、放射性セシウムが主たる食品中の存在核種となる場合、

摂取時期による差はあるものの、胎児の被ばく線量は妊婦の被ばく線量に比

べて低くなると考えられた注。すなわち、胎児に対する防護対策は、妊婦の食

品摂取を適切に行うことにより担保できると判断した。 

注）ICRP の刊行物（Publ.88）に与えられる線量係数データから、妊婦が妊娠期間を通じ均等に放射性セシウム

（134Cs 及び 137Cs）を経口摂取した場合、胎児が受ける被ばく線量は妊婦の半分以下となる。一方、放射性

ストロンチウム（89Sr や 90Sr）などの一部の放射性核種では、胎児が受ける被ばく線量の方が高くなる。し

かしながら、環境中に今後残存する放射性核種のほとんどは放射性セシウムで占められるため、他の放射性

核種の寄与を考慮しても、胎児が受ける被ばく線量は、妊婦を上回ることはないと考えられる。 

 

 

３．「飲料水」以外の食品の基準値の計算 

３．１． 誘導に用いる摂取量 
放射性物質のような長期的なばく露を考慮することが必要な物質は、長期

間毎日摂取を続けても安全であるかどうかを評価する必要がある。これまで、

残留農薬等の長期的なばく露による影響を評価する際には、食品の平均摂取

量を用いる考え方が採用されてきた。この考え方は、我が国のみならず国際

的にも一般的なものと言える。こうした考え方に基づき、今回の基準値の誘

導で用いる飲料水以外の 1日摂取量は、国民の平均値とした。ただし、性差

や年齢区分などの明確に差が見られる点については、より厳密な評価を行う

ため、個々の摂取量を考慮することとした。 
これらの値は、（独）国立健康・栄養研究所がとりまとめた「食品摂取頻

度・摂取量調査の特別集計業務・報告書」、「国民健康・栄養調査」及び(財)

環境科学技術研究所が青森県において実施した「乳幼児の食品摂取実態調

査」を参照した。 
一方、｢飲料水｣の１日摂取量は、WHO のガイドラインを踏まえ、２L とし

た。このうち、乳児については、個人差が大きいことを踏まえ、同ガイドラ

インにおける体重 10 kg の児の値である１Lとした。 



３．２ 基準値の計算式 

 「飲料水」を除く食品の限度値について、【式１】により計算した。その

際、すべての流通食品が基準値濃度の上限値の放射性物質を含むと考えるの

は妥当とは言えない。そこで、モニタリング検査等から得られている実測値

や流通食品に輸入食品が多く含まれる実態から、流通する食品の汚染割合を、

｢一般食品｣については 50％であると仮定した。 

 ただし、「乳児用食品」、「牛乳」については、食品区分を設置した目的が

同じであることから、同一の基準値とすることとし、万が一、流通する食品

のすべてが汚染されていたとしても影響のない値として、「一般食品」の基

準値の２分の１の値を基準値とする。なお、計算過程の詳細は別冊に記載す

る。 
  
【式 1】 

  （「飲料水」を除く食品の限度値）(Bq/kg)  

   ＝（食品に割り当てられる年間線量）（mSv/y） 

   ÷ Σ（各食品分類での対象核種合計線量係数※）(mSv/Bq) 

     ×（当該食品分類の年間摂取量）(kg/y) 

     ×（流通する食品の汚染割合） 

  ※ 対象核種合計線量係数(mSv／Bq)は、食品中の放射性セシウム（134 及び 137）１ Bq あたりの規制対象核種の線

量(mSv)の合計を表す係数（別冊に示す食品分類毎に算定）。この係数は放射性セシウムが 1 Bq 存在する食品にお

いて、各核種がそれぞれ何 Bq 含まれるかを計算した後、各核種に線量係数をかけた値を合計することで得られる。 

 

 なお、【式２】において、｢食品｣に割り当てる年間線量は、介入線量レベル

から、｢飲料水｣に区分される食品の摂取（以下、「飲料水摂取」という。）に

よる線量を引くことによって求められ、また、飲料水摂取による年間線量は、

【式３】で求められる。 

 

【式２】 

（「飲料水」を除く食品に割り当てられる年間線量）（mSv/y） 

   ＝（介入線量レベル）（mSv/y）—（飲料水摂取による年間線量）（mSv/y） 

 

【式３】 

 （飲料水摂取による年間線量）（mSv/y） 

   ＝（飲料水摂取による対象核種合計線量係数）（mSv/Bq） 

   ×（飲料水年間摂取量）(kg/y) 

   ×（飲料水の放射性セシウム濃度基準値）(Bq/kg) 



３．３ 「一般食品」の基準値の計算結果 

この計算により得られた「一般食品」の限度値は、表１のとおりである。（数

字３桁目を切り下げて、有効数字２桁で示した。）限度値が最も小さくなるの

は、13 歳～18 歳（男）の 120 Bq/kg であり、想定外の食品摂取をしても安全

が確保できるよう、介入線量に一定の余裕（留保）を持たすため、この値を

安全側に切り下げた 100 Bq/kg を基準値とすることが適当である。 

この結果、「乳児用食品」及び「牛乳」の限度値は、「一般食品」の基準値

である 100 Bq/kg の２分の１の 50 Bq/kg と設定される。 

 

表１ 年齢区分別の限度値（一般食品） 

年齢区分 摂取量 限度値(Bq/kg) 

１歳未満 男女平均 460 

１歳～６歳 
男 310 

女 320 

７歳～12 歳 
男 190 

女 210 

13 歳～18 歳 
男 120 

女 150 

19 歳以上 
男 130 

女 160 

妊婦 女 160 

最小値 120 

基準値 100 

 

 

４．新しい基準値に基づく実際の被ばく線量の推計について 

新しい基準値の下での実際の被ばく線量は、中央値濃度もしくは、90 パーセ

ンタイル値濃度の食品を全年齢層における国民の平均摂取量で 1 年間摂取し続

けたと仮定した場合（決定論的推計）、表２のとおり、介入線量レベルの年間１

ミリシーベルトに対し、小さな値になると推計される。 



しかしながら、実際の被ばく線量の推計については、今後、トータルダイエ

ットスタディ等により食品の汚染状況や摂取状況を調査し、継続的に検証する

ことが必要と考えられる。 

 

表２ 新しい基準値に基づく放射性セシウムからの被ばく線量の推計 

 

中央値濃度 

(mSv/y) 

90 パーセン 

タイル値濃度 

(mSv/y) 

暫定規制値を継続 

した場合の推計 

（中央値濃度）

(mSv/y) 

全年齢（平均摂取量） 0.043 0.074 0.051 

※平成 23 年８月１日から平成 23 年 11 月 16 日に厚生労働省から公表された食品中の放射性物質の濃度を用いた推計   

※推計では、不検出（ND）のデータは Cs-134, Cs-137 とも検出限界として示されている値を集計に使用。ただし、示さ

れていない場合は、それぞれ 10 Bq/kg を使用し、放射性セシウムとして 20 Bq/kg を超えた検出限界となっているも

のは 20 Bq/kg を使用した。また、WHO の GEMS/food Instructions for Electronic Submission of Data on Chemical 

Contaminants in Food and the Diet に記載の考え方を参考に、食品群（国民健康・栄養調査の小分類に従い全部で

99 群）のうち、ND が 60%以上 80%未満であった食品群では ND の半分の値、ND が 80%以上であった食品群では ND の 4

分の１の値を集計に用いた。 

※推計値は放射性セシウムからの被ばく線量のみであり、実際の被ばく線量としては、この他に、放射性セシウム以外

の核種からの被ばく線量が加わる。 

※新しい基準値の施行後、約 1年間程度は、規制対象外の短半減期核種の影響も考えられるが、部会による検討では、

これらの被ばく線量を含めても、推計値が 1 mSv を超えるようなことはないと考えられる。また、施行 3年目以降は、

これらの核種の影響はほぼ無視できるレベルまで自然減衰すると考えられる。 

 

 

５．経過措置について 

現在の暫定規制値に適合する食品でも、十分安全は確保されていると考えら

れることから、新しい基準値への移行に際しては、市場（流通）に混乱が起き

ないよう、施行日までに製造・加工された食品に経過措置を設定するとともに、

関係省庁への意見聴取を踏まえ、準備期間が必要な食品及びその食品を原料と

する製造・加工食品には、一定の範囲で経過措置期間を設定することが必要で

ある。 



なお、準備期間が必要な食品を原料として製造・加工する場合、製造・加工

に当該原料を用いることができる期限は必要最低限に留めることが望ましい。 

 

 

６．規格基準（案） 

 上記の検討に基づき、以下の規格基準を設定することが適切である。 

  

規格基準（案） 

食品区分 放射性セシウムの基準値（Bq/kg） 

飲料水 10 

乳児用食品 50 

牛乳 50 

一般食品 100 
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